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「障害者差別解消法」対策 

―聴力障害対策としての手話学習の動機づけ要因を例に― 

森本宏志 

要旨 

 平成 28 年 4月より施行される「障害者差別解消法」への対応が求められている。確かに、障害

者への差別の解消のためには、まずは障害者に対する「合理的配慮」を適正に実施することが重

要である。しかし，これを「障害者」とされる一部の人のためだけの対策であり、自分たちのた

めの対策ではないと捉えられてしまうと、この法の趣旨を全うするのは困難である。そうではな

く、あらゆる人に、自らもこの問題の当事者であると意識してもらうことが大切である。それに

は，例えば「障害」への「対策」を，「障害をもつリスク」もしくは「生活リスク」への「対策」

たるリスクマネジメントとして捉えなおせば，すべてのひとが「障害をもつ可能性のある当事者」

としての意識をもてるであろう。更に，リスクマネジメントは見方をかえればチャンスマネジメ

ントでもあり、リスク回避的なバリアフリー的対応だけではなく、リスクをチャンスに変えるユ

ニバーサルデザイン的なより積極的で生産的な対応にも結びつきやすい。 

 その取り組みの可能性の一例として、聴力障害リスク対策のユニバーサルデザイン 1)としての

手話普及（「一億人の手話」）を仮想し、その実現のための手話学習の動機づけ要因についての予

備調査を行った。その結果、自らの聴力障害リスク、短期間での手話習得、英語学習等への好影

響、現在または将来の仕事への好影響といった想定条件のいずれを意識することによっても手話

学習の動機づけレベルが上昇することが示唆された。 

キーワード 

障害者差別解消法，聴覚障害，生活リスクマネジメント，リスクアセスメント義務化， 

ユニバーサルデザイン 

1 はじめに 

1.1 「障害者差別解消法」と「合理的配慮」 

 「障害者差別解消法」が平成 28 年 4 月 1
日に施行される。この法律では国立大学法人

に対して障害をもつ学生への「合理的配慮」

の提供を「法律上の義務」として求めている。

 これに関し，確かに，「合理的配慮」とは何

か，障害者が大学に求める配慮のうち，どこ

までが大学が行うべき「合理的配慮」か，大

学としてどのように「合理的配慮」を提供す

ればよいのかといった問題については，法施

行後も継続的に考えていく必要のある重要な

課題にはちがいない 2)。

 しかしながら，健常者には提供されない「障

害者に対する特別な措置」としての「合理的

配慮」の提供は，あくまで「ポジティブ・ア
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クション」的な一見公平性の観点に矛盾して

みえかねない「特別扱い」である。

 したがって，この「特別扱い」としての「合

理的配慮」の提供とその拡大を行うことばか

りに目を向けていては，「障害者差別解消法」

の「すべての国民が，」障害の有無によって分

け隔てられることなく」という同法の本来の

趣旨・目的に沿わないものとなってしまう恐

れがある 3)。

 なお，同法の正式名称は「障害を理由とす

る差別の解消の推進に関する法律」であり，

2013 年の「障害者権利条約」批准に伴う一連

の国内法整備の一環である 4)5)6)7)。

1.2 「合理的配慮」と「見かけの矛盾」

ポジティブ・アクションとしての「合理的

配慮」は，障害者に対して健常者と異なる一

定範囲の「特別扱い」を行うものであり，「差

別をなくすために差別する」という一見矛盾

した側面があるのは否めない。

つまり、「障害者差別解消法」の目的は「全

ての国民が，障害の有無によって分け隔てら

れることなく，相互に人格と個性を尊重し合

いながら共生する社会の実現」と明記されて

いるが、ポジティブ・アクションとしての「合

理的配慮」は，「障害の有無によって分け隔て」

を行う一見矛盾した施策のようにもみえてし

まうのである。

この「見かけの矛盾」に対する理解と対応

を放置したまま、「合理的配慮」を推し進めれ

ば，「逆差別」の感をもつ健常者や，「特権意

識」をもつ障害者もあらわれ「障害者差別解

消法」の目的に反してしまう事態にもなりか

ねないと懸念するところである。

1.3 「障害者のため」の対策から「みんなの

ため」にもなるの対策へ

 「障害者差別解消法」の目的を果たすには，

有識者や担当者ばかりでなく，全ての国民が

障害を「障害者」という一部の人たちのため

だけの問題としてではなく，「全ての国民」の

自らの問題として捉えなおす必要がある。

そのためには，「障害者への対応」から「障

害への対応」へ，さらには，すでに起こって

いる「障害への対応」から，潜在的な可能性

をも含む「障害リスクへの対応」として捉え

ていく必要があるのではないだろうか。

もし「障害者差別解消法」への対応を「障

害リスクへの対応」，もしくは「生活リスクへ

の対応」と捉えなおせば，「障害」に対する他

対策は，もはや「障害者」とされる一部のひ

とのための対策としてではなく，すべてのひ

とのための対策として位置付けられることに

なる。

これにより，すべてのひとが，「障害をもつ

可能性のある当事者」として，「障害」の問題

を自分たち自身のリスクマネジメントの問題

として取り組むことができると思われる。

1.4 「生活リスク」対策として「障害者差別

解消法」対応を捉えなおすことの利点

 「障害者差別解消」という課題を，すべて

のひとの「生活リスクマネジメント」の問題

として捉え直すことの利点は，「あらゆる人に

その人自身がこの問題の当事者であるとの思

考の枠組みを与えてくれる」だけではない。

 従来、どちらかといえば，後ろ向きの対策

として捉えられがちな「障害者差別解消法」

への対応を，より前向きの対策として捉えな

おせる可能性がある。

 つまり，障害を万人のリスクとして捉える

ことにより、新たな研究開発や技術革新のチ

ャンスに変えることも視野にいれた，より広

い前向きの対応策を考えるための枠組みを与

えてくれることにもつながるのである。

 これは，「バリアフリー」という、障害者の

ために既存のものから障害をなくすという発

想から，「ユニバーサルデザイン」という障害

の有無に関わりなく，あらゆる人の利便性の

向上を果たそういうといった発想への展開で
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ある１）。

さらに，「生活リスク」対策と捉えることに

よって，大学が対応を迫られている他の重要

課題であるストレスチェックへの対応（平成

27 年 12 月 1 日施行），化学物質リスクアセ

スメントへの対応（平成 28 年 6 月 1 日施行）

など、他のリスク対策ともリンクする統合可

能な思考の枠組みを与えてくれる。

「生活リスク」対応，つまり「生活リスク

マネジメント」としての思考の枠組みである。

 以下では，障害の一例として聴覚障害をと

りあげ，その対策例としての手話活用をテー

マに考察する。 

2 聴覚障害リスクと手話 

2.1 障害者権利条約とパラダイムシフト 

 2006 年 12 月 13 日に第 61 回国際連合にお

いて全会一致で採択され，2008 年 5月 3日に

発効した「障害者の人権及び尊厳を保護・促

進するための包括的総合的な国際条約」（以下，

「障害者権利条約」）は，その後日本において

も国内法の整備等が進められ，2013 年 12 月 4

日に国会でその批准が承認，2014 年 1 月 20

日に国連事務総長に批准書が寄託され，同年

2月 19 日に発効した 4)5)6)7)。 

 この「障害者権利条約」では，障害者の捉

え方とアプローチの仕方に大きなパラダイム

シフトがみられるとされる 5)。 

 つまり，従来，障害者は，慈善や治療，社

会的保護の「対象」捉えられてきたが，この

条約では，障害者は自らの自由意思やインフ

ォームド・コンセントに基づいて決定を行う

「主体」であり，さらには，社会の積極的で

対等な一員としての捉えることとなったとい

うのである。 

2.2 障害者権利条約と「言語としての手話」 

 さらに，この条約は特に聴覚障害者団体や

手話関連団体に注目されている点がある。そ

れは，同条約第 2条において，手話が「言語」

として明確に認められ，さらに第 21 条，第

24 条，第 30 条等で，手話の使用や促進や文

化の承認や支持を受ける権利などの具体的な

権利保護の内容が規定されている点にある 4)。 

 これは，従来の音声言語中心の言語観から

みて画期的であるというばかりでなく，特に，

「手話 native」たる聴覚障害者にとっては，

1880 年イタリア・ミラノで行われた聴覚障害

者国際会議をきっかけとした全世界的な手話

排除の流れとその後の苦難の歴史を踏まえれ

ばまさに画期的内容であろう 8)9)。 

2.3 「言語としての手話」普及の現状と課題 

 これに関連して，鳥取県をはじめとするい

くつかの地方自治体では都道府県レベル、市

町村レベルで「手話言語条例」されており、

山口県でも萩市が 2014 年に「手話言語条例」

を制定している。また、国会に対し、全国の

自治体の議会が手話言語法制定の意見書を決

議するなど、全国，手話を言語として尊重し，

「手話 native」たる聴覚障害者に対し，いつ

でも，どこでも手話によるコミュニケーショ

ンができるよう保障しようとする動きが広が

っている 10）。 

 しかしながら，日本中でいつでもどこでも

手話 native たる聴覚障害者が手話でコミュ

ニケーションをとれるようになるには，双方

向の手話自動翻訳装置の開発か，聴覚障害者

のための 24 時間通訳サービスの開発とその

担い手の養成，日本人約 1億全員が手話を使

えるようにするといったことが可能でない限

り不可能であろう。 

 このうち，いつでもどこでも使えるような

手話自動翻訳装置については何十年か後には

可能かもしれない。しかし，すぐにというわ

けにはいかないであろう。 

24 時間通訳サービスは、技術的にはすぐにで

も可能であろうが，通訳者の数の問題や，コ

スト負担の問題などを考慮すると，実現する

にしてもかなりの限定的なものになろう。 

-40-



2.4「聾者の手話」から「みんなの手話」へ

－「１億人の手話」構想－ 

 最後の「日本人全員が手話を使えるように

する」，言い換えれば「1億人の手話」の実現

をめざすというのはどうだろうか。 

 確かに，これはスティーブ・ジョブズのス

タンフォード大学卒業式での言葉 11)ではな

いが，一見，馬鹿げた考えにすら思える。 

 しかし，少なくとも，「手話 native」たる

聴覚障害者にとっては，宮沢賢治の作品に出

てくるイーハトーブのように、その実現を夢

見る理想の世界であろう 12) 13)。 

 仮に日本人全員が，「音声日本語(口語)」も

しくは「書記日本語（文語）」レベルまでとは

いわないまでも，義務教育レベルの「英語」

と同じくらい「手話」が使えれば，聴力障害

者のコミュニケーション問題のかなりの部分

が解消すると考えられる 

 ところで，確かに、この「１億人の手話」

という「手話 native」たる聾者にとっての理

想世界ではあろう。 

 しかし、これは，健聴者か聴覚障害者かを

問わない「日本人全体」にとっても「ホンネ」

で実現を目指すべき理想，つまり目標であろ

うか。 

 見方をかえて「一億人の手話」が日本人全

体の「ホンネ」の夢であり目標となるために

はどのようなことが必要なのだろうか。 

 このような疑問も浮かんでくる。 

 そこで、以下では，この「一億人の手話」

が日本人全体の共有する夢であり実現すべき

目標となり，その夢を実現するための要件を

探索することを念頭におき考察してみた。 

 さらに，「健聴者」，なかでも「手話 native」

に限らずコミュニケーションの相手として需

要の高い医療関係職種を目指す学生を対象に，

手話学習の動機づけレベルの現状と，その動

機づけレベルを変化させると思われる要因と，

その要因が及ぼす動機づけレベルへの影響の

程度を調査した結果を示す。 

 なお，この調査結果は私が平成 26年度放送

大学教養学部生活と福祉コース卒業研究とし

て実施した成果の一部である。 

3 コミュニケーションのユニバーサルデザ

インとしての「一億人の手話」 

3.1 問題の所在 

3.1.1 コミュニケーションと「言語としての

手話」の認識 

 人間は社会的動物 14）ともいわれ，人間が社

会を形成する上で，情報や意思の伝達たるコ

ミュニケーションは不可欠な要素である。 

 コミュニケーションは，微生物から高等生

物に至るまでの生物は個体間で様々な方法で

行われている。なかでも人間は，他の生物で

も使っている手段に加えて，「言語」という特

有な手段を使用することによって，他の生物

にみられない高度のコミュニケーションを行

い，種の保存と繁栄に繋がっている。 

3.1.2 コミュニケーションにおける「非言

語」の重要性 

 ただし，人間においても，「言語」だけでコ

ミュニケーションが行われるわけではない。 

 状況によっては「言語」以外の表情やジェ

スチャー，声の調子などで伝えられる情報の

方がむしろ重要度が高いことすらもあるとさ

れる（メラビアンの 7：38：55 の法則 15））。 

 よって，人間のコミュニケーション能力を

高めようと意図する際には「非言語表現」を

意識することも極めて重要であり，マルチモ

ーダルコミュニケーションとして研究も進め

られている 16)。 

3.1.3 手話は単なるジェスチャーか，言語か 

 また，「言語」（自然言語）というと，従来

はもっぱら「音声言語」と，それに対応した

「文字言語」を指し，その他の意思伝達手段

は，どんなに洗練したものも，言語とはみな
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されない傾向にあったようである。 

 しかし，日本でも 2014 年 2 月に発効した障

害者権利条約第 2条で，「言語とは，音声言語

及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」

との定義が示されるなど，手話を含む非音声

言語も「言語」とすることがグローバルスタ

ンダードであると示されるに至っている 17）。 

 いいかえれば，言語としての音声たる「音

声言語（話し言葉）」や，言語としての図絵た

る「文字言語（書き言葉）」と同様，言語とし

てのジェスチャーとして，「手話（ジェスチャ

ー言語：手言葉）」を捉えるべき時代となった

のである。 

 これは，音や声や描画などの身体活動やそ

の結果の中に「言語」としても使用できるも

のがあるのと同様，ジェスチャーも「言語」

としても使用できるものがあることを意味し，

音声（聴覚）等のモードで言語コミュニケー

ションを行わないとしても，手話などの他の

モードで言語コミュニケーションが可能であ

るということも示している。 

 いまや，ジェスチャーは音声言語の補助的

手段としてだけではなく，「独立した言語たる

手話」としても使いうるだけ洗練されたもの

もあることが少なくとも法的レベルでは国際

的にも国内的にも認められたのである。 

 しかし，現時点では，一般市民の多くに，

手話が日本語や英語その他の音声言語と同様

に「言語」として受け入れられ，また手話を

ベースとした文化が十分認知され尊重されて

いるわけではない。 

 また，手話は「若い言語」であり，音声言

語とは異なる魅力があるとともに弱点もある。

また，習得までに結構な時間がかかるなど，

乗り越えるべき課題が数多く残っている。 

3.2 健康と障害に関連する用語について 

 障害とは・・・健康・疾病・障害と二次障

害，疾患と病気 

 「障害」の概念は，「健康」の概念と同様，

その内容は時代や地域，さらには個人によっ

ても変わりうるものであり，その多様性につ

いても一定の配慮と尊重が必要である 18)19)20）。 

 それだけに，これらの概念に関連する事項

を考え，議論する際には「その場でのこれら

概念の内容」や関連概念との関係を明確にす

る必要がある。 

 なお，ここでいう「障害」とは，「健康障害」

であり，「少なくとも第一義的には」自然災害

等に伴う道路の寸断などによる交通障害等の

社会的機能の障害は含まないこととする。 

 このように社会的な障害と対比的に示され

ると，健康障害は「個人的」な問題であるよ

うな印象が形成されやすく，実際，従来，健

康障害は，「障害者」個人の問題と捉えられが

ちであった（いわゆる障害の「医学モデル」）。 

 確かに，健康障害は，第一義的には身体や

精神の機能障害ではあるが，その機能障害を

きっかけとして，社会環境との相互作用の結

果，第二義的に起こりがちな社会関係の障害

をも健康障害として捉えられるべきものであ

ろう（障害の「社会モデル」）。 

 そう考えると，健康障害は単に「個人の問

題」としてのみ捉えるのではなく，「社会的問

題」としても捉えるべきものであり，そう考

えることによって，従来は考えられなかった

ような社会的手段を含めた対策を考えること

ができる（障害の「統合モデル」）21）。 

 こう考えるなら，客観的意味での「健康」

の定義に関しては，WHO 憲章前文記載の「健

康とは，身体的にも精神的にも社会的にも完

全に良好な状態をいう」ものを採用するのが

便宜であろうと考えられる 20）。 

 そして，「障害」については，「健康が障害

された状態」であって，「個人の身体や精神に

おける一定の機能が，恒久的もしくは比較的

長期に低下している状態であり，二次的に社

会関係における機能が低下しているものも含

む」と考える。そして，疾病については，「健

康が障害されるプロセス」を指すこととする。 
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 なお，これはあくまで「客観的」な意味で

の「健康」，「障害」，「疾病」の捉え方であっ

て，各個人や一定の集団の「主観的」，「地域

文化的」な，多様で変遷をともなう健康や疾

病，障害に関する考え方も多文化共生的観点

からも積極的に尊重すべきもの考える。 

 これは，分野によっては，「疾病」を客観的

意味における疾病である「疾患」と，主観的

な意味における疾病である「病気」などと区

別して取扱う場合の意義と同様である 22）。 

 その意味では，近年，決まり文句的に使わ

れている「安全」と「安心」という言葉も積

極的に評価し活用していくべきものであろう。 

3.3 個性としての障害，個性と社会の相互作

用の不具合としての障害とＩＣＦ 

 なお，近年では「障害」を「個性」として

捉え直し，身体や精神の機能の変容は必ずし

もマイナスの側面ではなく，社会的環境によ

っては，むしろプラスの要素として働くこと

もあるとする考え方もでてきている。 

 それを端的に表しているのが，ＷＨＯの国

際障害分類から生活機能分類への改訂である。 

 即ち，世界保健機構（ＷＨＯ）は，1980 年

に 国 際 障 害 分 類 (International 

Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps ; ICIDH) を公

表したが，その後，問題点・改善点が提起さ

れ，2001 年に生活機能・分類(International 

Classification of Functioning， Disability 

and Health: ICF) への改訂された。 

 ここで，「国際障害分類（ICIDH）」では，障

害を解剖・生理的（細胞・組織・臓器）レベ

ル，個人レベル，社会レベルの 3つのレベル

でとらえ，それぞれのレベルの障害を，機能・

形 態 障 害 （ Impairment ）， 能 力 障 害

（Disability），社会的不利（Handicap） と

したうえで，なんらかの原因により，機能・

形態障害が起こり，それにうまく適応できな

いと能力障害となり，それがもとで社会的不

利を起こす」という一方向の「障害構造モデ

ル」を想定していた。 

 しかし，この「障害構造モデル」では，障

害の客観的な側面はあらわされているものの，

障害の主観的な側面や，障害への適応・対処

過程がモデル化されていないこと，また，障

害や障害の緩和・予防などに関連する要因の

「プラスの側面」がモデル化されておらず，

「障害」に関わるプロセスやシステム全体を

とらえるには不十分であった。 

 これに対し，「生活機能・障害・健康の国際

分類（ICF）」では，ICIDH の課題に対して改

善をおこなっている。 

 まず，従来のマイナスイメージの用語をプ

ラスイメージの用語に置き換えている。 

 つまり，障害をとらえるのに，まず「生活

機能」と「健康状態」というプラスの枠組み

を与えたうえで，従来の機能障害を「心身機

能・構造（Body Functions & Structure）」に， 

能力障害を「活動（Activity）」に，社会的不

利を「参加（Participation）」へと変更し，

これらが障害された状態をそれぞれ「機能・

構造障害」，「活動制限」，「参加制約」という

こととしているのである。 

 さらに，生活機能と障害発生に関係する因

子を「背景因子」とし，「個人的因子」だけで

なく「環境因子」も含めて包括的な要因の枠

組みを与えたうえで，障害の発生のプロセス

を，従来の一方通行的なプロセスから，これ

らの要因の相互作用としての捉えるモデルと

なっている。 

 このように，障害分類（ICIDH）から生活機

能分類（ICF）に改訂することにより，障害に

関連という現象を，単に個人的でマイナスな

こととして捉えるのではなく，健康に関わる

あらゆる人間とその社会環境を，プラス面も

マイナス面も含めた生活と人生のすべてを包

括的に記載・分類し評価することが可能なも

のとなった。 

 そして，生活機能分類（ICF）は，障害をも
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含めて「個性」と，「社会的要因」も含めて「健

康」という認識の枠組みを再認識させてくれ

る。 

 私たちが、「個性として障害」という言葉を

聞くとき，ともすれば，「障害は個人的なこと」，

という印象を持ちかねないとの危惧があるが、

このような ICF に至る経緯や背景を説明し理

解することが必要であろう。 

 また，さらに多くの人々に，このような誤

ったイメージやメッセージを与えにくくする

ために，メッセージの送り手が込めようとし

た意味と受け手が受け取る意味との食い違う

可能性も考慮したキャッチコピーの作成など

の工夫も検討すべきかもしれない。 

 例えば，「「障害」は，個性と環境の「ミス

マッチ」」などはどうであろうか。 

 これは，昨今問題となっていた、火山活動

その他の災害警戒情報の表現の問題とその改

訂の経緯にも共通する点である 23）。 

3.4 「リスク」としての「聴力障害」，「聴力

低下とその影響」 

 障害の問題を，重大障害が起きてからの事

後的な問題（三次予防）や危機管理(crisis 

management)としてではなく，早期発見・早期

対処（二次予防），さらには未然防止（一次予

防）といった予防的な対策(risk management)

として捉える。更に，「危機 (risk)を，機会 

(chance, もしくは opportunity,より中立的

には probability)に」(chance management)

などの側面を含めて考える必要がある。 

 そのような考え方捉え方をすることを促す

には、「生活リスクとしての障害」，さらには

「可能性もしくはチャンスとしての障害」と

いう，リスクマネジメントもしくはチャンス

マネジメント的な考え方や用語を積極的に使

っていくことが有用であろう。 

 ここで，リスク(risk)とは，「発生する損害

（影響）の大きさとその可能性」である。ま

た，様々な種類な損害（影響）を発生する可

能性のある要因のことを潜在的危険源もしく

はハザード(hazard)という。 

リスク＝損害（影響）の大きさ×その可能性  

 さて、「聴力障害」は，「聴力低下とそれに

関連して生じる障害（影響）」であるが，聴力

低下を hazard としてとらえれば，聴力障害は，

「聴力低下」の発生する「可能性」と「障害

（影響）の大きさ」としての「聴力低下 risk」

と言い換えることができるであろう。 

3.4.2 聴力低下による影響（損害等） 

 リスクを把握するうえでまず問題となるの

は，どのような内容と強さの影響（損害もし

くは障害等）が起こるかということである。 

 聴力低下がおこっても，適切な対応と合理

的配慮がなされれば損害や障害は生じない場

合もあるであろう。しかし，そのようなこと

がなされない場合にはどのような影響が出る

可能性があるのか。 

 聴力低下の場合は，主としてコミュニケー

ションの側面での障害であろう。より具体的

な支障の内容としては，たとえば，山口利勝

氏の「中途失聴者と難聴者の世界」24）などが

参考になる。 

3.4.3 聴力低下の発生頻度（確率） 

 つぎに，では，われわれが曝されている聴

力低下というハザードはどれくらいの確率

（発生頻度）で起こっているのであろうか。 

 厚生労働省の実施した「平成 18 年身体障害

児・者実態調査」によれば，平成 18 年時点の

日本全国の身体障害者（18 歳以上）約 350 万

人のうち，聴覚・言語障害をもつものはその

約 9.8%の約 34 万人とされる。また，身体障

害児（18歳未満）約 9万 3千人のうち，その

約 19%の１万７千人が聴覚言語障害をもつと

いう 25）。 

 総務省統計局によれば，平成 18 年 10 月 1
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日時点の推計人口は約１億３千万人であるか

ら，言語聴覚障害者は，人口の約 0.28％，約

350 人に１人ということになる 26）。 

 しかし，これは身体障害者としての認定を

受けたものの数であって，比較的高度の聴覚

機能低下がみられるものの数であり，聴力機

能低下の氷山の一角に過ぎない。 

 実際，日本の聴覚障害認定基準は諸外国に

比べて厳しい基準が採用されており，生活に

なんらかの支障を生じる程度以上の聴力機能

低下をもつ人口はこれよりかなり多いと考え

られる。 

 便宜的に，リスク管理領域では有名な「ハ

インリッヒの法則（1：29：300 の法則）」を

準用し，高度の聴力低下を重大事故，中等度

～軽度の聴力低下をニアミス・軽傷事故と対

応させてみると，中等度～軽度以上の聴力低

下持つ人は，少なくとも人口の 8％程度，約

１千万人はいるのではないかと予想される。 

 実際，公的な統計ではないが、日本補聴器

工業会が2012年に実施した「JapanTrak 2012」

に基づく推計によれば，難聴者は全年齢では

人口の 10.9％，18 歳以上では 12.8％，74 歳

以上では実に 43.7％と推定されている 27)。 

 つまり，合理的配慮を含めた適切な対応が

行われない状況では，少なくとも 10人に１人

以上は，社会生活をおくるうえで重要な機能

であるコミュニケーション等に支障きたし，

生活上の支障がでる可能性があるわけである。 

 この「少なくとも 10 人に１人以上」という

確率は，それが認知されれば，多くの人にと

って「他人事」でなく自らのリスクとして現

実的に意識するに十分な程大きい確率である。 

 しかも，それが社会生活を送るうえで重要

な手段であるコミュニケーションに障害がお

こると明確に認知されれば，かなりのインパ

クトを与えるリスクであろう。 

 そして，健聴者の多くが，みずからも難聴

となる現実的なリスクを背負っていると意識

できれば当事者意識がうまれ，また聴力障害

者への共感も形成されやすいであろう。 

 聴覚障害への「合理的配慮」の在り方につ

いてだれしもが当事者意識をもって考えるこ

とができれば，これまで考えられなかったよ

うな様々な背景や知識技術を持つ人がこの課

題について考え、これまでだれも思いつかな

かったようなアイデアも浮かび，その中には，

ピンチをチャンスとして活用することを具体

化するアイデアや，聴力障害への対策を「福

祉政策」としてではなく「経済成長戦略」と

して評価できるようなアイデアさえ出てくる

可能性もある。 

 もしそうなら，まずは多くの健聴者に，自

らの可能性として聴力障害とそれに伴うコミ

ュニケーション障害のリスクを意識してもら

うための方策を考えることが第一の課題であ

ろう。 

3.5 聴力低下へのリスク対処行動としての

「手話学習」 

 つぎに，「将来聴力障害によりコミュニケー

ションに支障がでて社会関係が障害されるリ

スクがある」と認知できたとして，それに対

してどんな行動がとれるであろうか 28）。 

 聴力低下に対する社会的な対応メニューと

しては，現時点においても医療・福祉政策的

な観点から様々な対策が用意されている。 

 また，個人としての適応方法としても様々

なものがあるが，その一つに，「手話」の学習

がある。 

 「手話」は，視覚言語の一種であり，音声

に頼らない「言語的コミュニケーション」を

実現する手段のひとつであり，主として「ろ

うあ者」のコミュニティーにより形成されて

きたものである。 

 過去には，手話は音声言語を補完する単な

るジェスチャーの一種にすぎないものとして

扱われていた時代もある。しかし，現在は，

国際条約においても，言語としての音声たる

「音声言語」にならんで，「言語」してのジェ
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スチャーである「手話」として認められるに

至っている。 

 もし，日本社会において，いつでも，どこ

でも，だれとでも手話を介して言語的コミュ

ニケーションができれば，聴力低下がおこっ

ても，言語を伝達するモードが，音声からジ

ェスチャーに変えられさえすれば，言語的コ

ミュニケーションにあまり支障は生じないで

あろう。 

 しかし，現代日本社会においては，手話は，

比較的高度の難聴を伴う聴覚障害者のコミュ

ニティーの中で使われる以外には，ごく一部

のかぎられた健聴者に使われているにすぎな

い 29) 30)31)。 

3.6 「聴力障害リスクの当事者としての健聴

者」と手話学習のメリット 

 このように限定された健聴者にしか手話が

使われない要因のひとつとして，手話が健聴

者自身のためではなく，他者である難聴者の

ために学習するもの，つまり福祉的な意味合

いでのみ学習されていることが考えられる。 

 もちろん，不利な立場におかれた他者のた

めに奉仕的に行動するのは素晴らしいことで

ある。しかし，それだけに頼っていては限界

があるし，ボランティアの原則である「対等

性」ということにも反するであろう。 

 自由主義的観点からいえば，より多くの健

聴者，ひいてはすべての健聴者に手話を身に

つけてもらうには，「手話が健聴者自身のため

にもなる」ということを自覚してもらうこと

が重要であろう。 

 そのためには，例えば，健聴者に難聴リス

クの高さを知ってもらい，自らも難聴となる

リスクの高さをきちんと認識できれば，自ら

のリスクに備えるためのひとつの手段として

手話学習の意欲・関心と動機付けレベルが相

当程度高められ，手話人口は増えるで可能性

がある。 

 なお，どのようにして難聴リスクの高さを

しってもらうのが効果的か，そして，難聴リ

スクの認知その他の因子が，どの程度手話学

習の動機づけ効果があるのかは不明である。 

3.7 手話の産業活用と「手話 native」の優位

性および活用 

 さらに，人間がある行動をとりたいと思う

のは，リスクや損害といった脅威を回避する

ため「いやいやながらやる」という消極的な

ものばかりではなく，その行動によりプラス

の利益が獲得できる（チャンス）と思うとき

に，より積極的に，自ら進んでやろうと動機

づけられるであろうと思われる。 

 例えば，手話を身につけることにより，自

らの仕事や興味あること役立ち，他者より優

位に立てるとなればより積極的に学ぶだろう。 

 また，集団レベルで考えると，例えば，騒

音下での作業，水中での作業，真空中での作

業，会話音を出すことが望ましくない場（コ

ンサート会場，避難所での生活など）などに

おける言語的コミュニケーション手段として

使用できる集団は，それができない集団に比

べ有利な立場に立てるであろう。 

 さらに，見方を変えれば，そのような集団

の社会では，手話 native たる「聴覚障害者」

には，一般健聴者に比べて優位性をもち，貴

重な「戦力」として尊重されることになるし，

手話は聴覚障害者への福祉的手段ではなく，

その社会の経済成長の原動力と位置付けられ

る可能性もある。 

 つまり，全国民が，聴覚モード以外の言語

をとしての手話を自分たちの言語として身に

つけ，さまざまな生活場面や産業領域で活用

できれば，他国に対して経済競争の上で優位

に立てる可能性もある。 

 このように，健聴者の手話学習の動機づけ

要因を考える際には，「他人のお役に立てる」

という福祉的，自己犠牲的な価値観からの要

因だけでなく，健聴者自身の自己実現的な価

値にも結び付くような要因についても探索し，
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明確にしていく必要があると思われる。 

 なお，山口大学の正門付近には長州ファイ

ブの像が設置してあるが，その中のひとり「日

本工業の父」とも呼ばれる山尾庸三は産業に

現場のコミュニケーション手段としての手話

の役割に注目した先駆者でもある 32）。 

4 健聴者の聴力障害リスク認知と手話学習

の動機づけ（調査） 

4.1 調査の目的

 医療系学生の手話学習に関する動機づけレ

ベルの現状と，それを向上させる要因の探索

とその影響程度を調べることを目的とする。

4.2 対象と方法

 対象は，平成 26 年のＮ校（衛生看護専攻

科）第１学年の学生 44 名，およびＫ校（理

学療法学科・作業療法学科・言語療法学科）

第 1 学年の学生 75 名とした。

 調査は，平成 26 年 10 月に，質問紙による

アンケート調査により実施した。

4.3 倫理的配慮

 アンケート調査は，Ｎ校，およびＫ校の承

認のもと無記名調査とし，更に提出は任意と

した。また，対象者に，アンケート調査の協

力をお願いする際，調査の趣旨を説明し，ま

たこのアンケートに協力するか否かによりい

かなる不利益的取扱いも行われないこと，更

に，これを担保するため，アンケートは無記

名，かつ任意提出であり，だれが提出したか

しないか，白紙回答したかもわからないよう

な形で実施する旨を説明した上で行った。

4.3 統計解析

 統計解析ソフトとして，EZR(自治医科大学

埼玉医療センター)を用いた。これは統計解析

環境Ｒ (The R Foundation for Statistical 
Computing, Vienna, Austria)の GUI（グラ

フィカル・インターフェイス）である R 
commander に医学生物統計学で頻用される

機能を付加したものである 33)。

4.3 結果

4.3.1 回答者の基本属性

１）有効回答率と回答者の所属

 医療関係学科をもつ専門学校（Ｋ校），及び

高等学校専攻科（Ｎ校）の第 1 学年の学生あ

わせて 119 名に配布し，このうち 105 名の回

答がえられた（有効回答率 88.2％）。

 Ｋ校については，対象者 75 名（理学療法

学科 35 名，作業療法学科 32 名，言語聴覚学

科 8 名）のうち，68 名の回答が得られた（有

効回答率 90.7%）。Ｎ校については対象者 44
名（衛生看護専攻科 44 名）のうち，37 名の

回答が得られた（有効回答率 84.1%）。

２）回答者の性別と所属

 回答者 105 名のうち，男性は 35%，女性は

65%と女性が多くなっている。回答者の所属

別の性別構成にみると，K 校では男性 54%，

女性 46％，N 校では女性が 100％であった。

３）年齢

 回答者 105 名の年齢構成は，10 歳代がほ

とんどで，10 歳代 87%，20 歳代 9%，30 歳

代 4%であった。

４）手話学習経験の有無

 回答者 105 名のうち，手話の学習経験のあ

るものは 24％で，約 4 人に１人は，何らかの

手話学習の経験を持っていた。
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 性別による手話経験の違いをみると，女性

の手話学習経験率は 35％で，約３人に１人が

手話の経験が有るのに対し，男性の手話学習

経験率 3％で，女性の約 10 分の 1 しか手話の

経験がなかった。

 さらに，女性に関して所属の違いでみると，

看護系のＮ校の女性では手話学習経験率は

19％であるのに対し，リハビリテーション系

のＫ校では，55％と半数以上に手話学習経験

があった。

５）手話によるコミュニケーション能力程度

 調査対象者全員に対し，手話でどの程度の

コミュニケーションができるか聞いたところ，

手話でなんらかのコミュニケーションがとれ

るものは 27%で約４人に１人であった。しか

し，その大半はあいさつ程度ができるにとど

まり，自己紹介以上のコミュニケーションが

できると答えたものは６％に満たなかった

（表 1）。

4.3.2 現時点の手話学習の動機づけレベル

１）手話学習に対する動機付けレベル

 アンケート項目の「Q7_N」において、現

時点での手話を学習したいという意欲の程度

を％で表現するように求めた。

 回答者 105 名の動機づけレベルの平均は

48.3％，標本標準偏差 26.6％であった。

4.3.3 仮説的条件想定による手話学習動機

レベルの変化

 つぎに，聴覚障害のリスクの認知や手話習

得に関連するイメージが変化した場合に，手

話を学習したいという意欲がどの程度変化す

るかを推定するため，５つの仮想的条件を思

表１ 手話によるコミュニケーション能力とその分布 
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い浮かべてもらい、その際の手話を学習した

いという意欲の程度を％で表現してもらった。

 なお、５つの想定条件とは、「Q9_1．老後

に難聴になるとしたら」，「Q9_2．近い将来に

急性難聴になるとしたら」，「Q9_3．3 か月で

手話マスターできるとしたら」，「Q9_4．手話

は英語等の語学学習に好影響があるとした

ら」，「Q9_5．手話が仕事に役立つとしたら」

である。

 また、手話学習の動機付けレベルの基準と

して、「Q7_N」の想定条件を提示しなかった

場合の意欲のレベルを用い、これと各想定条

件での%表現の平均値でWelchの方法による

t 検定を実施した（表２）。

 結果を要約すれば、５つの想定条件のいず

れも手話学習に関する動機付けのレベルの有

意な上昇がみられ，中でも，手話が現在もし

くは将来の仕事に役立つと想定した場合に動

機づけが高まることが分かった（図１）。

 つぎに、各想定条件別にもう少し詳しく結

果を説明する。

4.3.4 老後の難聴リスクの想定と手話学習

動機付けレベルの変化 

「Ｑ9－1）もし，老後，あなたが聴力障害に

よりコミュニケーションに障害が起こる確率

が高いと分かった場合，手話を学習したいと

思いますか。やる気の度合いを％で表すと 

（     ％）」

 難聴のリスクは加齢に伴い上昇し，人口の

74 歳以上では実に 43.7％が難聴となると推

定する統計もあるが，若年者にとっては少し

遠い将来のリスクではある。

 このリスクをイメージしてもらった場合の

手話を学習したいという意欲の程度を％で表

現するように求めた。

 この設問への回答者は 105 名で、動機づけ

レベルの平均は 64.5％となり，何も想定しな

い場合より，手話を学習したいという動機づ

けレベルの有意な上昇がみられた。

4.3.5 急性の難聴リスクの想定と手話学習

動機付けレベルの変化 

「Ｑ9－2）もし，あなたが，近い将来，急に

聴力障害によりコミュニケーションに障害が

図１ 想定条件による手話学習動機づけレベルの変化 

動
機
づ
け
レ
ベ
ル
（
％
）

エラーバーは 95%信頼区間を示す
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起こる可能性があると分かったら，手話を学

習したいと思いますか。やる気の度合いを％

で表すと （     ％）」

 近い将来での急性の聴力障害リスクをイメ

ージしてもらった場合の手話を学習したいと

いう意欲の程度を質問した。

 この設問の回答者は 104名で、手話学習の
動機づけレベルの平均は 69.8％であった。
 これを何も想定しない場合のものと比較す

ると，手話を学習したいという動機づけレベ

ルの有意な上昇がみられた。

4.3.6 手話学習の効率と手話学習動機付け

レベルの変化 

「Ｑ9－3）もし，３か月で，家族や友達と手
話で簡単な日常会話ができるとしたら，手話

を学習したいと思いますか。やる気の度合い

を％で表すと （     ％）」

 全国手話検定の資料を参考にすると日常会

話程度の手話技能が身に付くまでに要する時

間は約 1年 6か月程度を要する 34）（表１）。

この設問は，日常会話程度の手話技能が身に

付くまでの時間が 3か月という比較的短期間
で済むとした場合の手話を学習したいという

意欲の程度を質問した。

 この設問への回答者は 105名で，手話学習
の動機づけレベルの平均は 58.5％であった。
 これを，何も想定しない場合のものと比較

すると，手話を学習したいという動機づけレ

ベルの有意な上昇はみられたものの，その程

度は他の要因より意欲の向上の程度はやや低

い傾向がみられた。

 ただし，ここではデータは示さないが、手

話学習歴別に見てみると、手話学習歴が比較

的長いものについては，他の要因と同等の意

欲の向上がみられる傾向がうかがわれた。

4.3.7 英語等の学習への効果と手話学習動

機付けレベルの変化 

「Ｑ9－4）もし，手話の学習をすると英語な
ど外国語の習得が容易になるとしたら，手話

を学習したいと思いますか。やる気の度合い

を％で表すと （     ％）」

 この設問への回答者は 105名で，手話学習
の動機づけレベルの平均 65.1％であった。
 この場合も，何も想定しない場合と比較す

ると，手話を学習したいという動機づけレベ

ルの有意な上昇がみられた。

 なお，コミュニケーションは，言語だけで

行われるのではなく，言語外のジェスチャー

や表情で行われる部分も大きい。諸外国に比

表２ 想定条件による手話学習動機づけレベルの変化
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べ，日本人は，ジェスチャー表現や表情によ

る表現が乏しい傾向にあり，外国人へは，日

本人の意図する真意たるメッセージが伝わり

にくい傾向にある可能性がある。

 通常の言語は，音声を言語の伝達に使用し，

ジェスチャーや表情は補助的もしくは無意識

のメッセージ伝達手段として使われている。

これに対し，手話言語は，ジェスチャーや表

情を意識的に言語の伝達に使用し，音声やそ

れを形成するための口の形などは補助的な伝

達手段として使われている。

 健聴者が手話を学習することは，ジェスチ

ャーや表情での表現を洗練し，音声言語での

コミュニケーションをよりよく補完、促進で

きるようになる効果が期待できるであろう。

また、手話と BASIC Englishとの類似性も
それら学習の相乗効果を期待させる 35)36)37)。

4.3.8 手話が仕事に役立つ意識と手話学習

動機付けレベルの変化 

「Ｑ9－5）もし，手話が身に付けることによ
り，自分の現在もしくは将来の仕事に役立つ

としたら，手話を学習したいと思いますか。

や る 気 の 度 合 い を ％ で 表 す と 

（     ％）」

 この項目への回答者は 105名で、手話学習
の動機づけレベルの平均は 73.5％であった。
 これは，何も想定しない場合と比較すると，

手話を学習したいという動機づけレベルの有

意な上昇がみられ，その程度は他の要因より

意欲の向上の程度は高い傾向がみられた。

4.4 考察 

4.4.1 「一億人の手話」について 

 今回，手話を言語として認める意義につい

て，従来的な聴覚障害者福祉の観点からのみ

ではなく，健聴者のリスクマネジメント，更

には，より積極的に様々な生活場面や産業応

用その他経済成長戦略的観点からとらえ直し

ていく方がよいのではないかという問題意識

から「１億人の手話」構想を提示した。

 もちろん，世界全体を視野にいれれば，「70
億人の手話」とすべきであろうが， ”Think 
globally, act locally. ” で，まずは日本でと
いうことで，「１億人の手話」という表現を採

用した。

 そして，今回はミクロ的観点から，「健聴者」

が「手話学習」という行動をとるための「動

機づけ要因」は何かということに焦点をあて

てアンケート調査を行った。

4.4.2 対象者を医療系学生としたことにつ

いて 

 「一億人の手話」を目標とし，健聴者全体

の平均的な動機づけ要因の影響度の分布が分

かったとしてもそれだけでは十分ではない。

 実際には動機づけ要因の影響度は個人ごと

に異なり，所属集団によっても動機づけ要因

の影響度の分布は異なっていることが予想さ

れる。

 実際に手話学習を促進させるよう介入を行

うにしても，万人に対して平均的な動機づけ

要因を念頭において実施するだけでは必ずし

も効果的ではなく，それとは別に，手話普及

上のキーとなる集団や，キーパーソンとなる

個人への個別対応をも視野に入れた，戦略的

な介入計画を考える必要があるであろう。

 医療に関するコミュニケーションの需要は，

聴覚障害者に限らず，健聴者を含めた一般市

民にとっても大きいが，これを考慮すると医

療関係者，および医療関係者を目指す学生を

ターゲットとした介入は，手話普及の上で大

きな鍵となる可能性が高く，優先度も高く設

定すべきである。

 よって，今回の対象を健常者一般の動機づ

け要因を推定するための標本集団としてみな

すことはできないが，医療関係者をめざす学

生集団の手話学習の動機づけ要因を知ること
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自体も一定の意味がある。

 今回の研究は，探索的な側面の強いパイロ

ットスタディー的な位置づけの調査である。     

 また、自分にとって調査協力を求めること

が比較的容易な医療系の学生集団を対象に調

査を行ったものであり，結果を一般化するに

は限界があるが，今後の研究を進めていく上

で一定の示唆を得られるものであると考えた。

4.4.3 調査対象とした動機づけ要因につい

て 

 今回実施したアンケート調査では５つの動

機づけ要因に限定して取り上げたが，これは

私自身の個人的な手話学習経験や手話サーク

ル等での聴覚障害者及び手話学習者等との交

流経験をもとに，従来主として経営学領域で

使われ最近では個人の戦略的行動決定支援ツ

ールとしても使われつつある SWOT 分析の
枠組みを意識しで選んだものである

38)39)40)41）。

SWOT分析では，内外の環境要因を，強み
(Strengths)，弱み  (Weaknesses)，機会
(Opportunities)，脅威 (Threats) の 4つの枠
組みでとらえるものである。SWOT分析を意
識した理由は，従来の健康行動モデルでは，

SWOT分析でいう弱み（Ｗ）と脅威（Ｔ）の
要因に偏りがちで「マイナスから０へ近づけ

る」までの戦略目標にしかならないきらいが

あり，「マイナスをプラスに」もしくは「ピン

チをチャンスに」というより積極的な戦略目

標につながらないのではと考えていたからで

ある。

 今回設定した５つの要因を，SWOT分析の
枠組みに当てはめるならば，「老後の難聴」，

「近い将来の難聴」が脅威(T)にあたり，「３
か月で日常会話が手話でできる」，「手話が英

語他の語学学習の役に立つ」，「手話が現在ま

たは将来の仕事の役に立つ」が機会（O）に
あたるであろう。

 今回のアンケート調査の結果では，調査し

た５つの要因のなかで最も動機づけレベルが

高まったのは，「手話が現在または将来の仕事

の役に立つ」という状況を想定した場合であ

り，SWOT分析では機会（O）に相当する要
因であった。

 調査対象となった学生にとっては，将来の

仕事たる「就職」に強い関心をもっているこ

とは当然想定されることであり，これに手話

学習が結びつくならば動機づけレベルが上が

るのは当然であるが，その上昇の程度は，脅

威(T)にあたる「老後の難聴」「近い将来の難
聴」より大きかった(t検定，いずれもp<0.01)。
なお，動機づけ要因を考えるにあたり，今回

は経営学領域で使われる SWOT 分析を意識
したが，今後，より詳細な研究を行うとすれ

ば，健康科学領域では古典的な「健康信念モ

デル」の他，Fishbeinの「合理的行動理論」，
Ajzen の「計画的行動理論」の他，Bandura
の「社会認知理論」なども参考にして，モデ

ルを構築していく必要があろう 25)。
今回は，選定した５つの要因それぞれが手話

学習の動機付けにどの程度影響するか，主観

的に回答してもらうことにより調べるととも

に，この 5つ以外の有力な動機づけ要因を探
索する手掛かりとするため，自由記載欄を設

け，「１億人の手話」の達成要因についてのア

イデアの提供を求めたものである。

4.4.4 「３か月で手話をつかって簡単な日

常会話ができる」について 

 これは手話を身につけるためには，他の英

語をはじめとする第二言語習得により長い時

間がかかるのが通例であり，「全国手話検定試

験 Can-Do リスト」34）を参考にすると，身

近な人と日常会話ができるようになるまでに

かかる時間の目安は約１年半程度（手話検定

３級相当）であるという。

 これは，健聴者にとっては，かなりの負担

感のあると思われる数字であり手話の学習意

欲が高まらないひとつの要因とも考えられる。
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 私自身の手話学習経験では，学習開始後約

6か月で手話検定 3級，1年 6カ月で 2級合
格を果たしている。学習方法としては，手話

サークルへの参加，市の実施する手話奉仕員

養成講座 42）への参加，ＴＶやインターネッ

ト教材の活用，書籍，手話関連団体の講演会

など種々の学習関連情報を収集し，また

facebook 上のグループとして手話学習関連
の SNS も開設し活用してきた。今後可能な
ら，さらに手話検定準１級を受験するととも

に県の実施する手話通訳者養成講座や，日本

手話学会にも参加し，数年以内には手話通訳

者も 42）しくは手話通訳士 43)レベルに到達し

たいと考えている。

 これらの学習を実際に体験して感じること

は，現状では、手話学習に関連する情報への

アクセスや学習環境，および教育手法や教育

ツールには，まだ相当程度改善の余地がある。 

 それらについて工夫や改善すれば，３か月

程度で家族や友人と簡単な日常会話を手話で

行うことも可能であるという印象をもってお

り，今回のアンケート調査の項目のひとつと

して取り上げた次第である。

 しかし，今回の調査結果は，わたしにとっ

ては予想外な結果であった。つまり，確かに、

基準状態と比べれば，動機付けレベルは有意

(p<0.01)に高まりはした。しかし，残り４つ
の要因と比較するとその効果は低いレベルに

留まっていたのである。

 その原因として，調査者としては，既存の

環境での手話学習の困難さを念頭に置き，普

通なら１年半かかるところを「たった３か月

で日常会話が手話でできる」ようになったら

負担を軽く感じるであろうから，動機づけレ

ベルは大幅に上昇すると想定していたのであ

るが、それは手話学習経験が有る程度長期間

あるものにとっての話である。

 手話学習経験がほとんどないものにとって

は，「手話習得」に要する標準的時間コストと

の対比ができず，「学習期間３か月」というの

は大きな負担として捉えられたのではないか

とも考えられる。

 なお、手話に関心をもったとしても，その

関心の程度や内容やその他の事情により手話

学習に割り当て可能な時間は人それぞれであ

る。しかし，一般健聴者の多くが，取りあえ

ず割り当て可能と判断できるかどうかという

観点から，期間と目標を設定し，一般健聴者

に示すことも普及のためには重要であろう。

 実際，データとしては示せないが，アンケ

ート回収に際に「１か月ならいいけど，３か

月となると」などという声もきかれた。

 今後の展望として，そのような健聴者にと

っての情報アクセスや手話学習環境の改善，

手話の効率的学習という観点からの手話文法

の再構成や，意味論や学習効率を念頭におい

た手話語彙の再整理，その他，効果的効率的

学習に役立つ学習ツールの開発等も行い，そ

の効果の検証なども行ってみたいと考えてい

るところである。

 なお，一般の大学でも，教育科目として「手

話」を取り上げるところも増えているようで

ある。2013年に全国初めて鳥取県で手話言語
条例が制定されたが、その鳥取県にある鳥取

大学では，医学部学生に「基礎手話」という

科目が必須科目として課されている。その他，

お茶の水女子大学，関西学院大学，東京大学，

日本社会事業大学等のほか、山口大学でも大

学のカリキュラムとして取り上げられたこと

がある 44）。また、学生・職員の自主活動とし

て、手話サークルなどをもつ大学も少なから

ずある。また，大学ではないが，学校での教

育をすべて手話だけで行っている学校もある。

 今後，そのような先行事例も参考に，一般

健聴者の可処分時間ということも念頭におき

ながら，より効率的な教材やカリキュラム等

も検討したり，手話サークル等，学生・職員

の自主活動への支援や学外関連団体との連携

も検討していきたい 45)46)47)48)49)50)。

-53-



4.4.5 「英語等の外国語学習の容易化など

の手話学習による波及効果」について 

 今回の研究では，手話を第一言語（母語）

として学習するのではなく，既に第一言語と

して音声日本語を一応は習得している健聴者

が，第二言語もしくは第三言語等として手話

を学習することを想定している。

 他言語を学ぶこと自体，それまで日常的に

は，ほぼ無意識的に使用している母語を「言

語」として見直すきっかけとなり，さらに他

の言語を学ぶことを容易にする礎となる可能

性があるが，それは，従来の日本語とは異な

る「言語としての手話」にも当てはまるであ

ろう。

 さらに，手話は，ジェスチャー等の音声以

外の身体表現を母体として構築された視覚言

語であり，視覚的なイメージをもとに基礎的

語彙が形成されている。

 手話にとって一般のジェスチャーは，音声

言語でいえば，「オノマトペ」的な比喩表現に

相当すると思われるが，「オノマトペ」的な表

現は，はじめてその表現を見聞きしても意味

するところを比較的理解しやすい。

 ソシュール以降，言語学的には，意味と言

葉との結び付は恣意的であるということが一

般的見解であろうが，その例外的なものとし

て，オノマトペ的表現を位置付けることも可

能であろう。

 手話の基礎的語彙の中にも「オノマトペ」

的な比喩表現に由来するもあり，手話は視覚

言語だけに，その語を初めて見る健聴者たる

日本人や外国人でも，その意味が容易に想像

できるものも少なからずある。日本人が外国

に旅行にいったとき，英語はあまり話せなか

ったが，身振り手振りで結構通じたという体

験をきくことも多いが，より洗練され言語と

しても使用可能なジェスチャーである手話の

トレーニング経験があれば，身振り手振り表

現も豊かになり日常的なコミュニケーション

の結構な部分が身振り手振りで通じてしまう

こともありうるであろう。

 手話で言語メッセージを生成する際には，

そのようなわかりやすい語を中核に据え，そ

れを組み合わせて様々な意味をもつメッセー

ジを表現しているわけである。

 見方を変えれば，手話で表現するというこ

とは，比較的限られたやさしい言葉で完結に

メッセージを表現する訓練していることに他

ならないともいえるが，これは複雑なことを

シンプルなことに還元してわかりやすく説明

するという科学的方法論と通じるものがある。

 この手話の性質は，一般英語とオグデンの

BASIC ENGLISH35)36)37)との関係を彷彿と

させる。オグデンは 19 世紀前半に活躍した
イギリスの言語心理学者で、I.A.リチャーズ
との共著『意味の意味』で言語理論に革新を

もたらした。彼の BASIC English は，文法
的には一般の英語と変わりはないが，意味の

説明に使用する基本単語は原則 850語に限ら
れるが，それらを組み合わせることによって，

ほとんどあらゆることを書いたり話したりす

ることができるというものである。

 同様に，手話の語彙を BASIC 英語のよう
な形で使えるように意味体系を整理し，限ら

れた基本的語彙で，あらゆることを表現する

方法論を確立できれば，いたずらに手話単語

を量産することなく，言語としての手話の表

現力が大きく拡大でき、また他の言語との通

訳も容易になると思われる。

 そして，そのように言語学的に厳選された

少数の語彙で，あらゆることを説明しようと

する習慣および言語能力は，更に他の言語を

習得するときの大きな力となり，他言語の習

得を容易にするばかりでなく，科学的思考の

習慣化にもつながるものと思われる。

 前述した内容は，現段階では仮説の域を出

ないものかもしれない。しかし，今後の展望

として BASIC English な観点から手話を見
直し，またその学習効果のエビデンスの収集

ということも今後の課題として研究を進めて
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いきたいと考えている。

5 おわりに 

 「障害者差別解消法」への対応を、「生活リ

スクマネジメント」としての課題としてとら

えなおすことにより，大学，そして保健管理

センターにも関係する課題をより広い視野で、

また、他の課題と統合的な観点からとらえる

ことができる可能性がみえてきた。

 十分な財源がない中，大学は，またその一

組織としての保健管理センターも，より効果

的に，より効率的に，より生産的に種々の課

題に対応していく必要性に迫られている。

 個々の課題について個別対応を考える重要

であるが、個々の専門ばかりにとらわれず、、

より広い視野から，他部門と協力しつつ課題

に取り組むことが今後いっそう重要になって

くるものと思われる。

（保健管理センター 准教授）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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